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1.  22年4月期の業績（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年4月期 25,061 △14.8 △412 ― △556 ― △4,252 ―

21年4月期 29,422 △9.3 △257 ― △433 ― △3,770 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年4月期 △310.69 ― △128.8 △2.4 △1.6

21年4月期 △275.44 ― △51.0 △1.5 △0.9

（参考） 持分法投資損益 22年4月期  ―百万円 21年4月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年4月期 19,254 1,171 6.1 85.57
21年4月期 26,476 5,424 20.5 396.28

（参考） 自己資本   22年4月期  1,171百万円 21年4月期  5,424百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年4月期 863 1,615 △2,565 1,222
21年4月期 △1,447 940 △646 1,309

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年4月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

12,923 △4.1 61 ― △18 ― △453 ― △33.12

通期 25,424 1.4 182 ― 22 ― △647 ― △47.29



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

[（注）詳細は、28ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。] 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、55ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期 13,790,880株 21年4月期 13,790,880株

② 期末自己株式数 22年4月期  102,859株 21年4月期  102,739株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであります。実際の業績等は、今後様々な要
因により当該予想数値と異なる場合があります。 



当事業年度における我が国の経済は、中国を中心とする新興国の経済成長や国内外の景気施策等によ

り、輸出や生産の一部に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益の減少による雇用・所得環境の悪

化は未だ続いており、本格的な景気回復には至らず、依然厳しい状況下で推移いたしました。 

 小売業界におきましては、景況感の悪化から、消費者の節約志向・低価格志向がより顕著となりまし

た。また、業種・業態を越えた価格競争も激化し、引き続き厳しい経営環境となりました。 

 眼鏡等小売業界におきましても、消費動向の低迷による買い替えサイクルの長期化や低価格化による

販売価格下落の進行などを背景に市場の縮小が進む中、競合企業間での低価格競争は一層激しさを増

し、依然として厳しい状況が継続いたしました。 

 このような経済環境及び経営環境のもと、下記各事業の営業活動の結果、当事業年度の業績は、売上

高は25,061百万円（前事業年度比14.8％減）、営業損失は412百万円（前事業年度比37.6％減）、経常

損失は556百万円（前事業年度比22.1％減）、当期純損失は4,252百万円（前事業年度比11.3％減）とな

りました。 

 なお、当事業年度において、火急的な黒字化を図るため、また、財務体質の強化を図るため、遊休資

産及び自社所有物件の一部を事業用資産から売却予定資産へ用途変更したことに伴う減損損失2,994百

万円等を特別損失に計上しております。 

  

 当事業年度における事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。  

  

①眼鏡等小売事業 

 眼鏡等小売事業におきましては、消費動向の低迷による買い替えサイクルの長期化や低価格化による

販売価格下落の進行などを背景に市場の縮小が進む中、競合企業間での低価格競争は一層激しさを増

し、依然として厳しい状況が継続いたしました。 

 当事業年度におきましては、「良いものをより安く」という企業コンセプトの原点に戻り、「メガネ

スーパー」、「ハッチ」、「眼鏡専科」それぞれのブランドの再構築を図り、当社の眼鏡販売の基本コ

ンセプトである提案・コンサルティング販売に注力してまいりました。 

営業施策としましては、平成22年１月１日より新販売戦略「フレームオンリープライス」を展開いた

しました。これは、超薄型や遠近両用など22種類のレンズからお選びいただき追加料金０円でご提供す

るという、フレーム価格だけで眼鏡が作れる業界初の画期的な販売システムであります。この新販売戦

略でお客様満足度の向上に努め、価格競争を勝ち抜き、新たな価値の創造とブランド構築により“シェ

ア奪取”を図っております。 

商品施策としましては、補聴器において業界初の最新の耳かけタイプの補聴器最長２週間無料貸し出

しを実施し、販売強化に努めました。また、フレーム・レンズ及びコンタクトレンズの特別お買得商品

を打ち出し、さらに「超薄型レンズも選べる15,800円セット」、「一流ブランドレンズ全品さらに50％

ＯＦＦ」等、当社の強みを最大限に活かした施策を実施いたしました。 

経費施策としましては、新規出店の抑制及び全社的な経費削減等により前事業年度に比べ減少いたし

ました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析



店舗施策としましては、当事業年度における新規開設店舗は４店舗（うち、ハッチ１店舗）、移転出

店６店舗（うち、眼鏡専科２店舗、ハッチ１店舗）、閉鎖店舗５店舗となりました。なお、メガネスー

パー既存店を眼鏡専科へ業態変更した店舗は６店舗、眼鏡専科をメガネスーパーへ業態変更した店舗は

１店舗、ハッチをアウトレットへ業態変更した店舗は７店舗、眼鏡専科をハッチアウトレットへ業態変

更した店舗は１店舗でした。 

この結果、売上高は24,027百万円（前事業年度比15.8％減）、営業損失は218百万円（前事業年度

は、営業利益17百万円）となりました。 

  

②ゴルフ事業 

 ゴルフ事業におきましては、若手プロゴルファーの活躍により国民のゴルフへの注目度が高まってお

りますが、景気悪化による来場者数の減少やプレー料金の低価格競争の激化等、事業環境は依然として

厳しい状況で推移いたしました。 

 このような環境の中、他ゴルフ場との差別化を図るため開場以来実施しておりますクラブ選手権・シ

ニア選手権・月例杯や当社独自の理事長杯・開場記念杯・スポンサー杯等、誰でも参加できるイベント

を強化いたしました。また、地域と密着したチャリティゴルフ大会等を開催し、地域貢献を果たしまし

た。更には、特定の曜日・月末の来場感謝デーや、開場14周年キャンペーンなど多種多彩なイベントを

行いました。 

 この結果、売上高は360百万円（前事業年度比0.4％増）、営業利益は15百万円（前事業年度比30.0％

減）となりました。 

  

③その他の事業 

 その他の事業におきましては、前事業年度より「アークスコンタクト」、「メガネスーパー通販」Ｗ

ｅｂ通信販売サイトを立ち上げ、主にコンタクトレンズ及びコンタクトレンズ備品のインターネットに

よる通信販売事業を行っております。また、平成21年６月からインターネットによる眼鏡の通信販売を

開始し、通信販売ならではの“お気軽・お手軽”をコンセプトに通信販売競合店との差別化を図ってお

ります。 

 この結果、売上高は673百万円（前事業年度比27.6％増）、営業損失は３百万円（前事業年度は、営

業損失28百万円）となりました。 

  



＜次期業績見通し＞ 

 国内外の景気は、輸出や生産の一部に持ち直しの動きがみられるものの、企業収益の減少による雇

用・所得環境の悪化は未だ続いており、本格的な景気回復には至らず、依然として厳しい状況が続くと

予測されます。 

 当社の次期業績の見通しにつきましては、当事業年度の平成22年１月１日より新販売戦略「フレーム

オンリープライス」の認知度を更に高めるとともに、下記施策を実行し、「経常黒字の絶対死守」を図

ってまいります。 

  

眼鏡等小売事業 

①シニアマーケット対策 

日本の人口が減少してゆく中、人口構成比が唯一上昇するシニア世代は重要なターゲットとなり、眼

鏡等小売業界においては、40代から始まる老視により、新規顧客の獲得、既存顧客の複数所持提案な

ど、シニア向けの取り組みを一層強化し、更なる顧客の囲い込みとシェア拡大を図ってまいります。 

②広告宣伝の強化 

新販売システム「フレームオンリープライス」は購入者の満足度は非常に高いものとなっており、消

費者への認知度を更に高める事が課題となっております。今後は、効果・効率を追及した広告費を投入

し認知度の向上を図ってまいります。 

③原価率改善 

「フレームオンリープライス」の導入により、従来100種類以上に分散していたレンズ種類を22種類

に集約し、ボリュームディスカウント効果での原価率の改善を図ってまいります。 

④経費削減 

当事業年度に引き続き経費削減を強化し、利益改善を図ってまいります。 

⑤有利子負債の圧縮 

当社保有不動産のうち、事業継続に影響しないと判断される資産につきましては売却方針とし、売却

先の選定及び売却を行い、有利子負債の圧縮に努めてまいります。 

  

ゴルフ事業 

ゴルフ事業におきましては、昨今のゴルフブームの影響や遠方からのビジター客の取り込み策で改善

傾向にあり、入場者数は増加しておりますが、更なる遠方からのビジター客をターゲットにした宿泊プ

ラン等を積極的に営業し、安定的な入場者数の確保から増収を図ってまいります。 

  

その他の事業 

その他の事業におきましては、平成20年７月「アークスコンタクト」Ｗｅｂ通信販売サイト、及び、

平成20年11月「メガネスーパー通販」Ｗｅｂ通信販売サイトを立ち上げ、主にコンタクトレンズ及びコ

ンタクトレンズ備品等のインターネットによる通信販売事業を行っております。次期においては、ポイ

ント制度やメールマガジンを活用した顧客の囲い込み戦略を継続的に実施し、安定顧客の確保、売上高

の維持、拡大を図ってまいります。 

  

 以上より、業績につきましては、売上高は25,424百万円（当事業年度比1.4％増）、営業利益は182百

万円、経常利益22百万円、当期純損失647百万円を見込んでおります。 



①資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べて1,771百万円（前事業年度末比25.5％減）減少し、5,182百万円と

なりました。これは、在庫圧縮に伴い商品が1,051百万円減少したこと、また、未収入金が349百万円減

少したこと等によるものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて5,427百万円（前事業年度末比27.9％減）減少し、14,024百万円

となりました。これは、有形固定資産が3,783百万円減少したこと、また、敷金及び保証金が1,645百万

円減少したこと等によるものであります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて7,222百万円（前事業年度末比27.3％減）減少し、

19,254百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前事業年度末に比べて749百万円（前事業年度末比7.7％減）減少し、9,030百万円とな

りました。これは、１年内返済予定の長期借入金が336百万円増加しましたが、１年内償還予定の社債

が775百万円減少したこと、また、買掛金が284百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて2,219百万円（前事業年度末比19.7％減）減少し、9,052百万円と

なりました。これは、社債が1,231百万円減少したこと、また、長期借入金が791百万円減少したこと等

によるものであります。 

 この結果、負債は、前事業年度末に比べて2,969百万円（前事業年度末比14.1％減）減少し、18,082

百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べて4,253百万円（前事業年度末比78.4％減）減少し、1,171百万円とな

りました。これは、当期純損失の計上等により利益剰余金が4,252百万円減少したこと等によるもので

あります。 

  

(2) 財政状態に関する分析



②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ86百万円

減少し、当事業年度末には1,222百万円となりました。 

  

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、863百万円（前事業年度は1,447百万円の支出）となりました。これ

は、たな卸資産の減少等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、1,615百万円（前事業年度比71.8％増）となりました。これは、敷

金及び保証金の回収による収入等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、2,565百万円（前事業年度比297.1％増）となりました。これは、長

期借入れによる収入が増加しましたが、社債の償還による支出及び長期借入金の返済による支出等によ

るものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）  自己資本比率：自己資本／総資産 
     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  
     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

   ※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象と

しております。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しておりま

す。 

   ※平成20年4月期は、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

   ※平成21年4月期及び平成22年4月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有

利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

平成20年４月期 平成21年４月期 平成22年４月期

自己資本比率 （％） 29.5 20.5 6.1

時価ベースの自己資本比率（％） 23.6 5.9 8.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

－ － －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

－ － －



当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして認識しております。安定的な配当の

維持継続に留意してまいりましたが、売上高の減少及び多額の特別損失の計上等により大幅な当期純損

失を計上いたしましたこと、また、中長期的な経済状況や経営環境などを勘案し、財務体質の強化の充

実の重要性から、誠に遺憾ながら当事業年度は株主の皆様のご支援にお応えすることが出来ず、中間及

び期末配当金を無配とさせていただきました。また、次期配当につきましても事業再生の道半ばであり

平成23年４月期は全社員一丸となって売上高の確保及び経常黒字の死守に努めてまいりますが、当期同

様中間及び期末を無配とさせていただきます。今後は、新「事業計画」を推し進め将来にわたる安定し

た配当原資の確保を行ってまいります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当



以下に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の投資判断上、重要であると

考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。なお、当

社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

であります。 

  

１．眼鏡等小売事業について 

  

(1)出店政策について 

当社では、主に賃借店舗によって眼鏡用品、コンタクトレンズ用品等の小売業を行っております。店

舗数は平成22年４月30日現在、409店舗となっております。 

 当社の出店方針の特徴は、「すべて直営店である」という点にあります。このため、フランチャイズ

展開した場合に比べ、 

・会社の方針、施策等を迅速かつ適切に実施できる。 

・店舗管理が容易かつ機動的に実施できる。 

・出退店、改装等が臨機応変に実施できる。 

等のメリットがある反面、出店費用、人件費等のコスト負担が大きくなるというリスクを負うこととな

ります。今後も多様化する顧客ニーズを的確に把握し、業界を取り巻く環境の変化に迅速に対処するた

め直営店展開を基本とする方針であります。 

 店舗に係る設備投資につきましては、自己資金の範囲内で行うことを基本方針としております。物件

ごとに商圏、競合状況、投資効果等を総合的に勘案し、新規出店に加え移転・出退店によるスクラップ

アンドビルド並びに既存店の改装等を並行して進めていく方針であります。 

 以上の出店方針を当面継続する予定でありますが、物件確保の状況等により出店政策上、出店時期や

出店予定数の変更等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2)敷金及び保証金について 

当社では、賃借による出店を基本としております。このため、店舗用物件の契約時に賃貸人に対し敷

金及び保証金を差し入れております。敷金及び保証金の残高は、平成22年４月期末現在6,549,202千円

（総資産に対する割合34.0％）であります。 

 当該敷金及び保証金は、期間満了等による賃貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなってお

ります。また、当社では賃貸人に預託している当該敷金及び保証金等について、原則として、賃貸人が

賃料差押・競売になった際の保全として債権保全条項（支払賃料と敷金及び保証金との相殺等）を契約

書・覚書に明示しております。しかしながら、賃貸側の経済的破綻等不測事態の発生によりその一部ま

たは全額が回収出来なくなる可能性があります。また、契約に定められた期間満了日前に中途解約をし

た場合は、契約内容に従って契約違約金の支払いが必要となる場合があります。 

  

(4) 事業等のリスク



(3)法的規制等について 

①コンタクトレンズ販売等に関する規制等 

 眼鏡等小売事業における販売品目のうち、コンタクトレンズ及び補聴器は、平成17年４月１日施行の

薬事法の改正に伴い改正前の「医療用具」から改正後は「高度管理医療機器」に該当することとなりま

した。これに伴い、当該品目の販売については、従前の届出制から、許可制となりました。このため当

社では、薬事法第39条の規程に基づき、店舗ごとに所在地の都道府県知事に対し、厚生労働省令に定め

る「高度管理医療機器等販売業許可申請書」等を提出し、許可を得たうえで販売を行っております。 

 また、販売を行う店舗においては、薬事法第２条の規程に基づき、「高度管理医療機器等営業管理

者」の配置が義務付けられております。なお、上記許可の有効期限は６年間となっており、更新時には

その都度申請が必要となります。さらに、同法に定める遵守事項に違反する等、一定の事由に該当した

場合、当該許可が取消されることもあります。 

 また、コンタクトレンズを使用するための検眼、処方箋の発行、装用指導等は医業（医療行為）とみ

なされ、医師法第17条の規定により当該行為は医師でなければできないこととされております。さらに

医療法第７条の規定により、医療の提供と営利事業であるコンタクトレンズ販売店は、分離独立してい

ることが求められております。このため当社では、医師の処方箋に基づきコンタクトレンズを販売する

等、自ら医療の提供は行わず、専ら販売行為のみを行っております。 

 なお、眼鏡販売の際に店舗従業員が行う度数検査が医療行為であるか否かについて、法的に明確な定

めはありませんが、眼鏡小売業界では慣行的に「医療行為ではなく、顧客が自分に合った度数のレンズ

を選ぶためのサポート行為」と位置付けられております。ただし、当社では十分な技術的な裏付けが必

要であると認識しており、安全かつ確実な度数検査を実施できる技術者の育成に注力しております。 

 ②眼鏡に係る製造物責任 

 眼鏡は「フレーム」、「レンズ」という部品を組み合わせて完成させるため、出来上がった眼鏡は

「製造物」とみなされ、製造物責任法（ＰＬ法）の適用を受けます。 

  

(4)競合について 

眼鏡小売市場は、バブル崩壊後の景気低迷に伴う消費の冷え込みに加え、低価格専門店（いわゆる

「スリープライスショップ」）や「ワンプライスショップ」の台頭に代表される販売単価の下落もあ

り、規模が縮小傾向にあります。今後も少子化の進展、コンタクトレンズの普及促進等のマイナス要因

が懸念される一方、高齢化の進展による老眼鏡市場の拡大、マルチメディアの普及に伴う近視用眼鏡需

要の増加等、市場拡大要因も見込まれます。業界各社にとっては、これらの需要を着実に取り込むため

のタイムリーな店舗展開、消費者のニーズを的確に捉えた店舗コンセプト及び商品戦略が、業績拡大の

ための大きな課題となっております。 

 このような環境の中、業界各社による市場シェア拡大のための出店競争は熾烈を極めております。当

社は、スクラップアンドビルドによる効率的な出店政策及び顧客ニーズに合った店舗展開により競争に

対応していく方針でありますが、今後の市場動向、競合の進展状況によっては、当社の財政状態及び経

営成績に影響を与える可能性があります。 

  



(5)人材の育成について 

当社は、直営店方式による眼鏡等小売チェーンの全国展開をしており、店舗従業員の育成は重要な経

営課題であります。 

 このため、当社においては、積極的な本部研修及びセミナー等、研修制度の充実化に努める等、人材

の育成に注力しております。 

 しかしながら、充実した育成がなされなかった場合、顧客に対するサービスの低下等により、当社の

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(6)特定の取引先への依存度について 

主要仕入品目である眼鏡レンズ及びコンタクトレンズに関し、当社では多数の仕入先と取引を行って

おりますが、眼鏡レンズの主要仕入先であるＨＯＬＴジャパン株式会社からの仕入高は、平成22年４月

期1,672,603千円（眼鏡レンズ仕入高全体に占める割合73.3％）となっております。また、同様にコン

タクトレンズに関し、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社からの仕入高は、平成22年４月期

1,566,370千円（コンタクトレンズ仕入高全体に占める割合54.2％）となっております。 

 なお、両社とは取引基本契約を締結し、取引関係は安定的に推移しております。 

  

２．ゴルフ事業等について 

  

(1)ゴルフ事業及びその他の事業の収益性について 

当社は、平成８年４月、熊本県天草郡（現 天草市）に「ザ・マスターズ天草コース」をオープン、

ゴルフ事業を開始致しました。 

 現在、同事業の営業損益は、平成22年４月期15,210千円と、利益を計上しておりますが、当社と致し

ましては、バブル崩壊後の景気低迷を受け、ゴルフ場経営において厳しい経営環境が続いており、同事

業の収益性の確保は当面困難であると認識しております。このため、将来的には同事業から撤退する方

針でありますが、完全撤退までにはなお期間を要するものと考えております。以上より、今後の同事業

の収益動向、地価動向等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 また、当社では、前事業年度よりその他の事業として、Ｗｅｂサイトにおいて通信販売を開始致しま

した。 

  

(2)預託金の返還について 

当社が所有・経営する「ザ・マスターズ天草コース」は預託金による会員制度を採用しており、預託

金残高は平成22年４月期末現在2,464,750千円（会員数1,045名）であります。当該預託金については、

一定の据置期間満了後に会員から返還請求があった場合には、これに応じることとなっております。最

初の据置期間満了日は平成23年４月２日であり、対象となる預託金残高は、平成22年４月期末現在

1,579,400千円（対象会員数664名）であります。 

 当社の総資産は平成22年４月期末現在19,254,273千円（うち現金及び預金1,222,881千円）であり、

現状において、据置期間の延長、株主会員制への移行等は考えておりません。しかしながら、一時に多

額の返還請求があった場合等には、当社の資金繰り、キャッシュ・フロー等に影響を与える可能性があ

ります。 

  



３．遊休資産の売却について 

  

当社は、既に事業を撤退しているホテル３物件（山梨県南都留郡 他）及び売却予定資産へ用途変更

した自社保有の物件の売却を進めておりますが、厳しい経営環境が続いており、売却先の選定等なお期

間を要するものと考えております。 

  

４．有利子負債依存度について 

  

当社は、過去における出店及び改装資金、有形固定資産取得資金等を、主として金融機関からの借入

金により調達していたため、総資産に対する有利子負債の比率（有利子負債依存度）が高い水準にあり

ました。このため、近年は店舗に係る設備投資を自己資金の範囲内で行うことを基本方針とし、余剰資

金による借入金の圧縮を進めてまいりました。なお、当社の有利子負債依存度は、平成21年４月期末

44.6％、平成22年４月期末48.1％となっております。また、当社の売上高に対する支払利息の比率は平

成21年４月期0.6％、平成22年４月期0.7％となっております。 

 当社は、今後も上記基本方針を継続し、引き続き財務体質の強化に努める方針でありますが、今後の

金利動向等金融情勢の変化により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

５．個人プライバシー情報の管理について 

  

平成17年４月１日に個人情報保護法が全面施行されました。これに伴い当社では、社内において個人

情報保護管理委員会を設置し、個人情報に関する諸規程並びにシステム等の構築を図り、全役職員に安

全管理対策の周知徹底、さらに定期的に内部監査を実施するなど、個人情報に関する安全管理対策を構

築しております。但し、万が一にも個人情報の漏洩や不正利用などの事態が生じた場合には、当社の財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 



当社は、前事業年度まで２期連続の営業損失、経常損失及び純損失を計上しております。 

 当事業年度におきましても営業損失412,736千円、経常損失556,427千円、当期純損失4,252,744千円

を計上しております。加えて、当社が締結しているシンジケート・ローン契約には財務制限条項への抵

触により、期限の利益喪失事由に該当しているものがあります。 

 以上から、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。 

 当社は、当該事象又は状況を解消すべく、新「事業計画」を策定し、粛々と実行しております。「同

計画」の骨子は以下のとおりであります。 

①コア事業への経営資源の集中 

眼鏡等小売事業に集中 

  経営資源を眼鏡等小売事業に集中し、既存店舗の業績を改善 

 ノンコア資産の処分 

  遊休不動産、非事業用不動産の売却 

②業績不振店の閉鎖 

損益、ＲＯＩ観点より業績不振店の閉鎖を実施 

③収益体質の改善 

販売戦略の見直し 

  販売方式の変更による販売件数の増加、原価率の改善 

  業態の集約、テコ入れ 

  セールスプロモーションの強化、効率化 

 経費の削減 

④財務体質の改善 

スリム化、有利子負債の圧縮 

  ノンコア資産の売却により、有利子負債を圧縮 

    

また、当社は金銭消費貸借契約及びシンジケート・ローン契約等の約定弁済スケジュールが早いこと

から当面の資金繰りの安定化を図る目的で全取引金融機関に対し、平成23年６月末までの間、全借入契

約の元本の返済猶予を要請し全取引金融機関からの同意を得ております。加えて、当事業年度末におい

て存在する財務制限条項を解除し新たな財務制限条項を付す旨、全取引金融機関から同意を得ており、

当事業年度末までの財務制限条項抵触による期限の利益喪失は回避される見込みであります。  

  

 しかしながら、当社は「同計画」を実行しておりますが、経営環境の悪化及び収益体質の改善が進ま

ない場合もあり、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

６. 継続企業の前提に関する重要事象等



 当社は、眼鏡等小売業を主な事業としております。 

 当社の事業内容は次のとおりであります。 

                                  平成22年４月30日現在 

 
  

  

 

2. 企業集団の状況

事業部門別 事業の内容

眼鏡等小売事業
フレーム・レンズ・メガネ備品・コンタクトレンズ・コンタクトレンズ備品・サングラス・補聴
器・補聴器付属品・化粧品・健康食品等の店舗における販売事業

ゴルフ事業 ゴルフ場経営・ゴルフ場運営管理・ゴルフ会員権の販売及び会員管理事業

その他の事業 インターネット上の眼鏡等の販売サイト



「業界のリーディングカンパニーになることを目指す！」を長期的な経営目標とし、その目標達成に

向け、大きな弾みと勢いをつけるために当社は、平成22年１月より業界初となる「フレームオンリープ

ライス」を導入いたしました。店内全品フレーム代金のみ、追加料金０円とし、お客様に楽しさと満足

を訴求し「全て真の業界ＮＯ.１企業を目指します！サービスも！技術も！価格も！」という経営方針

を揚げております。 

・「サービスも！」 

 ファッションとしてのメガネをお客様に提供するため、取扱いブランド数とカラーバリエーション数

は業界屈指であり、様々なスタイルを選んでいただけるよう豊富な品揃えを実現しております。 

 更に、お客様の立場に立ったカウンセリング販売及びコンサルティング販売を行い、充実したアフタ

ーケアを提供することにより、お客様に最高の満足を与え、更にサービス向上に努めてまいります。 

 また、店舗外サービス活動にも注力してまいります。平成13年より本格稼動しているオプト号（店舗

外活動車）による企業・団体向けの各種販促・サービス活動等を今後も積極的に実施してまいります。

・「技術も！」 

 お客様との信頼関係を形成し、維持するために最も大事なものと当社が位置付けているのが質の高い

技術です。そのため、教育にも注力しております。お客様の立場に立ったカウンセリング・コンサルテ

ィング能力、視力検査やメガネの調整、加工等の技術力を高めるために徹底した教育制度を採っており

ます。教育にかけては眼鏡等小売業界では、ずば抜けていると自負しております。また、検査、加工、

販売、管理業務のスペシャリスト、プロフェッショナルを養成するために当社独自の資格制度「プロフ

ェッショナル販売員制度」等を制定・導入し、システマティックに技術力を高めております。 

・「価格も！」 

 当社の創業以来のモットーであります「良いものをより安く」を深耕するため、高機能商品を拡大

し、質の高いＰＢ・ＯＥＭ商品を充実させると共に、当該商品の開発を促進しております。また、全国

チェーンのスケールメリットを生かした大量仕入れ及び物流センターの安定稼動により削減されるコス

トをお客様へＴＰＯに応じたお値打ち価格商品として還元いたします。 

  

当社は、安定的な成長を維持し収益力の向上を図るべく、営業力の強化及び財務体質の改善を目指し

企業体質の強化に努める方針であります。このような方針に基づき中期的な経営指標としまして、総資

本利益率（ＲＯＡ）及び、株主資本利益率（ＲＯＥ）を重視し利益率の向上を目指しております。更に

は、有利子負債比率の圧縮を目標に揚げております。当社は、この目標を達成すべく事業再生に努めて

まいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標



小売業界におきましては、生活防衛意識からくる節約意識は益々高まり、個人消費の冷え込みは更に

進行しています。日常使用する生活用品ではあるものの比較的高価格で耐久的な消費財を取り扱う眼鏡

等小売業界におきましても、依然として価格表示が均一な低価格専門店（ワンプライスショップ）によ

る低価格化の進行や一層激しくなった競合企業間の価格競争による影響で眼鏡等小売市場の縮小に拍車

をかけ、一段と厳しい状況で推移しており、眼鏡等小売業界全体として市場規模の拡大が共通課題であ

ります。 

 このような経済環境及び経営環境のもと、低価格化に伴う眼鏡等小売市場の大幅な縮小に耐え得る財

務体質強化を目指し、当事業年度の経営環境及び経営状況を鑑み、更なる経営の合理化による景況動向

に関係なく強固で筋肉質な企業体質の改善並びに顧客ニーズに合わせた企業コンセプトとブランドイメ

ージの再構築による売上向上を早急に実現し、お客様に支持され、ご愛顧いただける企業となるべく努

めてまいります。 

眼鏡業界における企業間の競争が一層激化する中で、当社の経営基盤の更なる強化に向けて取り組む

べき課題は、次のとおりであります。 

（イ）利益体質の強化 

  ① 店舗別採算管理の強化 

  ② 売上総利益率の改善 

（ロ）各業態別のブランドイメージの再構築 

  ① 人材の育成 

（ハ）財務体質の強化 

（ニ）需要拡大及び競争力強化 

     

当該事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する

報告書」を提出しており、内部管理体制の整備・運用状況は同証券取引所のホームページに開示されて

おります。 

  

 特記すべき事項はありません。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項



  

 
  

【表示方法の変更】

前事業年度
(自  平成20年５月１日
至  平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

          ――――― （貸借対照表）

①前事業年度において、無形固定資産の「その他」に含
めて表示しておりました「商標権」は、内容をより明確
に表示するため、当事業年度から区分掲記することとい
たしました。 
 なお、前事業年度の無形固定資産の「その他」に含ま
れる「商標権」は2,357千円であります。 
 
②前事業年度において、流動負債の「その他」に含めて
表示しておりました「前受収益」は、内容をより明確に
表示するため、当事業年度から区分掲記することといた
しました。 
 なお、前事業年度の流動負債の「その他」に含まれる
「前受収益」は3,036千円であります。



  

 
  

【追加情報】

前事業年度
(自  平成20年５月１日
至  平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

―――――          ―――――



(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年４月30日)

当事業年度 
(平成22年４月30日)

※１ 担保資産及び担保付債務

イ 担保提供資産

建物 1,144,067千円

土地 2,759,822千円

敷金及び保証金 300,000千円

 計 4,203,889千円

※１ 担保資産及び担保付債務

イ 担保提供資産

建物 660,643千円

土地 1,514,957千円

敷金及び保証金 250,000千円

計 2,425,600千円

 

 

ロ 上記担保資産に対する債務

短期借入金 730,000千円

一年内返済予定
の長期借入金

643,870千円

長期借入金 1,436,855千円

 計 2,810,726千円

また、上記担保のほか、投資有価証券29,356千

円を商品券(22,719千円、流動負債「その他」

に含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務

局小田原支局に供託しております。

※２ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外に各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

流動負債 短期借入金 800,000千円

 

 

ロ 上記担保資産に対する債務

短期借入金 480,500千円

一年内返済予定
の長期借入金

710,738千円

長期借入金 814,328千円

計 2,005,567千円

また上記担保のほか、投資有価証券29,655千円

を商品券(13,411千円、流動負債「その他」に

含め表示。)発行保全のため、横浜地方法務局

小田原支局に供託しております。

※２ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外に各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

流動負債 短期借入金 800,000千円



  
前事業年度 

(平成21年４月30日)
当事業年度 

(平成22年４月30日)

 ３ 財務制限

① 平成17年12月15日締結のコミットメントライン

契約に下記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額が、平成17年４月

期末における貸借対照表の資本の部の金額の

75％以上になるようそれぞれ維持する。 

損益計算書における営業損益の額が、それぞれ

２期連続してマイナスとならないこと。 

なお、当該コミットメントライン契約は、上記

条項に抵触したため、スプレッド0.5％が加算

されております。 

  

② 平成18年６月30日締結のシンジケートローン契

約に下記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額が、平成18年４月

期末における貸借対照表の資本の部の金額の

70％以上になるようそれぞれ維持する。 

損益計算書における経常損益の額が、それぞれ

２期連続してマイナスとならないこと。 

なお、当該シンジケートローン契約は、平成21

年４月期につきましては、財務制限条項に抵触

した場合でも期限の利益喪失の請求に関して、

その猶予をいただいております。 

  

  

  

   

  

 

③ 平成18年７月20日締結のシンジケートローン契

約に下記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額が、平成17年４月

期末における貸借対照表の資本の部の金額の

80％または直前の決算期末における貸借対照表

の資本の部の金額の80％のいずれか高い方の金

額以上になるようそれぞれ維持する。 

損益計算書における経常損益の額が、それぞれ

２期連続してマイナスとならないこと。 

なお、当該シンジケートローン契約は、平成21

年４月期につきましては、財務制限条項に抵触

した場合でも期限の利益喪失の請求に関して、

その猶予をいただいております。

 ３ 財務制限

① 平成17年12月15日締結のコミットメントライン

契約に下記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額が、平成17年４月

期末における貸借対照表の資本の部の金額の

75％以上になるようそれぞれ維持する。 

損益計算書における営業損益の額が、それぞれ

２期連続してマイナスとならないこと。 

当該コミットメントライン契約は、上記条項に

抵触したため、スプレッド0.5％が加算されて

おりますが、上記条項は「重要な後発事象」に

記載のとおり、変更の同意を得ております。

② 平成18年６月30日締結のシンジケートローン契

約に下記の条項が付されております。 

なお、当第２四半期会計期間において財務制限

条項の条項変更をしております。 

平成22年４月本決算期以降（同決算期含む）の

報告書等に記載される単体の貸借対照表におけ

る純資産の部の金額を平成21年４月本決算期の

単体の貸借対照表における純資産の部の金額ま

たは直前本決算期の単体の貸借対照表における

純資産の部の金額のうちいずれか高い金額の

80％以上に維持すること。 

平成21年４月本決算期以降（同決算期含む）の

報告書等に記載される単体の損益計算書におけ

る経常損益を２期連続して損失としないこと。 

なお、当該シンジケートローン契約は、平成22

年４月期において上記条項に抵触しております

が、上記条項は「重要な後発事象」に記載のと

おり、変更の同意を得ております。

③ 平成18年７月20日締結のシンジケートローン契

約に下記の条項が付されております。 

なお、当第２四半期会計期間において財務制限

条項の条項変更をしております。 

平成21年10月中間期以降、決算期の末日及び中

間期の末日における貸借対照表（単体ベース）

の純資産の部の金額を平成21年４月決算期末日

における貸借対照表（単体ベース）の純資産の

部の金額の80％及び直前の決算期末日における

貸借対照表（単体ベース）の純資産の部の金額

の80％いずれか高い方の金額以上に維持する。 

平成21年４月決算期以降の決算期につき、決算

期の末日における損益計算書（単体ベース）上

の経常損益につき、２期連続して損失を計上し

ないこと。 

なお、当該シンジケートローン契約は、平成22

年４月期において上記条項に抵触しております

が、上記条項は「重要な後発事象」に記載のと

おり、変更の同意を得ております。



  

 
  

前事業年度 
(平成21年４月30日)

当事業年度 
(平成22年４月30日)

④ 平成19年６月29日締結のシンジケートローン契

約に下記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額が、平成18年４月

期末における貸借対照表の資本の部の金額の

75％または直前の決算期末における貸借対照表

の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の

金額以上になるようそれぞれ維持する。 

損益計算書における営業損益の額が、それぞれ

２期連続してマイナスとならないこと。 

なお、当該シンジケートローン契約は、上記条

項に抵触したため、適用利率が年率0.5％加算

されております。  

  

⑤ 平成16年12月30日締結の無担保社債契約に下記

の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産（自己資本比率）が12.5％未

満にならないこと。 

損益計算書における営業損益及び経常損益の額

が両方とも同時にマイナスとならないこと。 

有利子負債償還年数が０年以上９年以下を維持

すること。 

なお、当該無担保社債契約は、上記条項に抵触

したため、償還方法が変更され、かつ、保証料

率が年率0.5％加算されております。  

  

 

⑥ 平成16年９月28日締結の金銭消費貸借契約に下

記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額を7,204百万円以

上に維持すること。 

損益計算書における経常損益及び税引後当期損

益の額がそれぞれ２期連続してマイナスとなら

ないこと。 

なお、当該金銭消費貸借契約は、平成21年４月

期につきましては、財務制限条項に抵触した場

合でも期限の利益喪失の請求に関して、その猶

予をいただいております。

④ 平成19年６月29日締結のシンジケートローン契

約に下記の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産の部の金額が、平成18年４月

期末における貸借対照表の資本の部の金額の

75％または直前の決算期末における貸借対照表

の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の

金額以上によるようそれぞれ維持する。 

損益計算書における営業損益の額が、それぞれ

２期連続してマイナスとならないこと。 

当該シンジケートローン契約は、上記条項に抵

触したため、適用利率が年率0.5％加算されて

おりますが、上記条項は「重要な後発事象」に

記載のとおり、変更の同意を得ております。

⑤ 平成16年12月30日締結の無担保社債契約に下記

の条項が付されております。 

本契約締結日以降の各決算期末日において、貸

借対照表の純資産（自己資本比率）が12.5％未

満にならないこと。 

損益計算書における営業損益及び経常損益の額

が両方とも同時にマイナスとならないこと。 

有利子負債償還年数が０年以上９年以下を維持

すること。 

当該無担保社債契約は、上記条項に抵触したた

め、償還方法が変更され、かつ、保証料率が年

率0.5％加算されておりますが、上記条項は

「重要な後発事象」に記載のとおり、変更の同

意を得ております。

⑥ 平成16年９月28日締結の金銭消費貸借契約の財

務制限条項に下記の条項が付されております。 

なお、当第２四半期会計期間において財務制限

条項の条項変更をしております。 

貸借対照表上の純資産の部の金額を平成21年４

月の決算期末日における貸借対照表上の純資産

の部の金額の80％または直前の決算期末日にお

ける貸借対照表上の純資産の部の金額の80％の

いずれか高い方の金額以上に維持すること。 

平成21年４月の決算以降の各決算期末日（平成

21年４月の決算期日を含む）において、損益計

算書上の経常損益につき、２期連続して損失を

計上しないこと。 

なお、当該金銭消費貸借契約は、平成22年４月

期において上記条項に抵触しておりますが、上

記条項は「重要な後発事象」に記載のとおり、

変更の同意を得ております。



  

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成20年５月１日
至  平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 13,668千円

 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

売上原価 19,503千円

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

土地 13,905千円

車両運搬具 409千円

     計 14,315千円

※２  

        ―――――

※３ 

          ―――――

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 7,401千円

工具、器具及び備品 430千円

土地 16,879千円

    計 24,711千円

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 50,933千円

構築物 7,511千円

工具、器具及び備品 14,690千円

ソフトウェア 1,108千円

     計 74,244千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

建物 52,268千円

構築物 66千円

工具、器具及び備品 5,914千円

    計 58,249千円

※５ 店舗閉鎖損失の内容は、店舗閉鎖に伴う原状復帰

費用等であります。

※５         同左



  

 
  

前事業年度
(自  平成20年５月１日
至  平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

 

※６ 減損損失

 当社は、当事業年度においてホテル２物件及び事業
用資産（寮）について売却予定資産に用途変更したこ
とに伴い減損損失を計上しました。 
 

用途 場所 種類
金額

（千円）

売却予定 
資産

山梨県

建      物 9,160

構  築  物 181

土        地 42,300

売却予定 

資産
静岡県

建      物 3,100

構  築  物 1,153

土      地 67,000

無形固定資産 
(その他）

410

売却予定 
資産

神奈川県
建      物 238,273

土      地 243,675

計 605,254

 売却予定資産については、個々の物件単位にグルー
ピングを行っております。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却
価額により測定し、不動産鑑定評価額により評価して
おります。

 

 

※６ 減損損失

当社は、当事業年度において遊休資産である研修
施設他16件及び事業用資産である寮他６件について売却
予定資産に用途変更したことに伴い減損損失を計上しま
した。

用途 場所 種類
金額

（千円）

売却予定
資産

（遊 休 資 産）
神奈川県 
小田原市他

建     物 87,856

構   築   物 6,413

工具、器具及び備品 2,027

土     地 466,724

無形固定資産 
(その他)

77

計 563,098

売却予定
資産

（事 業 資 産）
神奈川県 
横浜市他

建     物 299,055

構  築  物 419

土     地 725,730

計 1,025,206

合計 1,588,304

また、かねてより売却を考えていたゴルフ場の売却を
意思決定したことにより売却用資産に用途変更したこと
に伴い減損損失を計上しました。

用途 場所 種類
金額

（千円）

売却予定
資産

熊本県
天草市

建   物 122,120

構 築 物 85,504

機械及び装置 3,931

車両運搬具 116

工具、器具及び備品 1,110

土   地 1,193,827

計 1,406,611

売却予定資産については、個々の物件単位にグルーピ
ングを行っております。 
 なお、当該資産グループの回収可能価額は不動産鑑定
評価額等に基づき正味売却価額で評価しております。

※７ 店舗構造改革費用の内容は、店舗リストラに伴

い、当社の取締役会において決議した閉鎖決定店舗

の損失相当額であります。

※７         同左



前事業年度(自  平成20年５月１日  至  平成21年４月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

  

２  自己株式に関する事項 

  

 
(変動事由の概要) 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加     240株 

  

      

３  新株予約権等に関する事項 

  
   該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
  

(2) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 

   該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,790,880 － ― 13,790,880

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 102,499 240 ― 102,739

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年６月13日 
取締役会

普通株式 171,104 12.5 平成20年４月30日 平成20年７月28日



当事業年度(自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

  

２  自己株式に関する事項 

  

 
(変動事由の概要) 

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加     120株  

  

３  新株予約権等に関する事項 

    

   該当事項はありません。 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

  

(2) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 

   該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,790,880 － － 13,790,880

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 102,739 120 ― 102,859



  

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成20年５月１日
至  平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,309,365千円

現金及び現金同等物 1,309,365千円

※１  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,222,881千円

現金及び現金同等物 1,222,881千円

 

 

 ２ 当事業年度に合併した株式会社ハッチより引継い

だ資産及び負債の主な内訳は、次のとおりでありま

す。

流動資産 551,494千円

固定資産 2,338,090千円

繰延資産 17,132千円

    資産合計 2,906,717千円

流動負債 1,723,038千円

固定負債 1,747,090千円

    負債合計 3,470,129千円

          ―――――



  

 

 
  

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具、器具及
び備品

177,141 127,838 49,302

合計 177,141 127,838 49,302

 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

工具、器具及
び備品

93,619 75,799 17,820

合計 93,619 75,799 17,820

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

(注)         同左

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 31,482千円

１年超 17,820千円

合計 49,302千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 15,284千円

１年超 2,535千円

合計 17,820千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

(注)         同左

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 35,542千円

減価償却費相当額 35,542千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 31,482千円

減価償却費相当額 31,482千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

  （減損損失について）  

リース資産に配分された減損損失はないため、項

目等の記載は省略しております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

          同左 

 

  （減損損失について）  

         同左



決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

(金融商品関係)



前事業年度（平成21年４月30日現在） 

１  満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年４月30日現在) 

 
  

２  その他有価証券で時価のあるもの(平成21年４月30日現在) 

 
  

３  当事業年度中に売却したその他有価証券(自  平成20年５月１日  至  平成21年４月30日) 

   該当事項はありません。 

４  時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額(平成21年４月30日現在) 

   その他有価証券 

   非上場株式      5,887千円 

５  その他有価証券のうち、満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日以後における償還予定額 

 
  

(有価証券関係)

区分
決算日における
貸借対照表計上額 

（千円）

決算日における時価
（千円）

差額 
（千円）

時価が貸借対照表計上額を 
超えるもの

29,356 29,748 391

合計 29,356 29,748 391

区分 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額 
（千円）

差額 
（千円）

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 株式 2,378 7,555 5,177

 債権 ― ― ―

 その他 1,140 1,194 53

小計 3,518 8,750 5,231

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないも
の

 株式 16,104 6,798 △9,306

 債権 ― ― ―

 その他 ― ― ―

16,104 6,798 △9,306

合計 19,622 15,548 △4,074

区分
１年以内 
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内 
（千円）

10年超
（千円）

１ 債権

 (1) 国債・地方債等 ― 29,356 ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 ― ― ― ―

２ その他 ― ― ― ―



当事業年度（平成22年４月30日現在） 

１  満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成22年４月30日現在) 

 
  

２  その他有価証券で時価のあるもの(平成22年４月30日現在) 

 
  

３  当事業年度中に売却したその他有価証券(自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日) 

   該当事項はありません。 

４  時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額(平成22年４月30日現在) 

   その他有価証券 

   非上場株式        5,532千円 

５  その他有価証券のうち、満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日以後における償還予定額 

 
  

区分
決算日における
貸借対照表計上額 

（千円）

決算日における時価
（千円）

差額 
（千円）

時価が貸借対照表計上額を 
超えるもの

29,655 29,952 296

合計 29,655 29,952 296

区分 種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額 
（千円）

差額 
（千円）

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

 株式 2,378 7,314 4,936

 債権 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 2,378 7,314 4,936

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないも
の

 株式 16,104 6,006 △10,098

 債権 ― ― ―

 その他 1,140 1,119 △20

17,244 7,125 △10,118

合計 19,622 14,440 △5,182

区分
１年以内 
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内 
（千円）

10年超
（千円）

１ 債権

 (1) 国債・地方債等 ― 29,655 ― ―

 (2) 社債 ― ― ― ―

 (3) その他 ― ― ― ―

２ その他 ― ― ― ―



(デリバティブ取引関係)

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
  至 平成21年４月30日)

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
  至 平成22年４月30日)

１ 取引の内容及び利用目的等

当社は変動金利支払の長期借入金の支払利息を固

定化する目的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

１ 取引の内容及び利用目的等

          同左

 (1) ヘッジ手段とヘッジ対象

     (ヘッジ手段)   (ヘッジ対象） 
     金利スワップ   借入金の利息

 (1) ヘッジ手段とヘッジ対象

          同左

 (2) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行う方針であります。

 (2) ヘッジ方針

          同左

 (3) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象の元本は、金

額、契約期間等が一致しており、金利スワップ特例

処理の要件に合致すると判断されるため、当該判定

をもって有効性の判定に代えております。 

 また、当社は余剰資金を運用する目的で複合金融

商品を利用しております。

２ 取引に対する取組方針

当社が行っているデリバティブ取引は変動金利の

固定化を目的とする金利スワップを利用しており、

投機目的の取引及びレバレッジ効果の高いデリバテ

ィブ取引は行わない方針であります。また、組込デ

リバティブのリスクが現物の金融資産に及ぶ可能性

がある金融商品を購入する場合は、社内で十分協議

を行うこととしております。

３ 取引に係るリスクの内容

当社が利用している金利スワップ取引は市場金利

の変動によるリスクを、また、複合金融商品は株式

市場価格の変動によるリスクを有しております。 

 なお、デリバティブ取引の契約先は信用度の高い

金融機関であるため、相手方の契約不履行によるリ

スクはほとんどないと判断しております。

４ 取引に係るリスク管理体制

当社は、デリバティブ取引について上記基本方針

に基づき、財務経理担当役員による個別取引ごとの

決裁を得て財務部が実行し、毎月デリバティブ取引

の残高状況、評価損益状況を把握しております。

 (3) ヘッジの有効性評価の方法

           同左 

  

  

  

  

 

２ 取引に対する取組方針

           同左 

  

  

  

  

  

 

３ 取引に係るリスクの内容

           同左 

  

  

  

  

 

４ 取引に係るリスク管理体制

当社は、デリバティブ取引について上記基本方針

に基づき、担当役員による個別取引ごとの決裁を得

て財務経理部が実行し、毎月デリバティブ取引の残

高状況、評価損益状況を把握しております。



前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

  該当事項はありません。   

     

     

当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日）  

  該当事項はありません。 

(持分法投資損益等)



 前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

（追加情報）  

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）

及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17

日）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

  

１ 役員及び個人主要株主等 

 
（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  1.限度貸付金銭貸借契約書に基づく資金の借入であります。 

  2.借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

（注）２ 取引金額には消費税を含めておりません。  

  

２ 子会社等 

 
（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

      合併による新株式の発行はありません。 

（注）２ 取引金額には消費税を含めておりません。 

(関連当事者情報)

種類 氏名 所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主
（個人）
及び役員
近親者

田中八郎 ― ―
前当社 

取締役会長
所有直接
10.4％

㈲ビック
商事代表
取締役

金銭貸借

資金の借入
（注１）

800,000
短期 

借入金
800,000

利息の支払 

（注１）
5,186 ― ―

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
株式会社 
ハッチ

神奈川県
小田原市

200,000
眼鏡等 
小売業

所有
直接 

100.0％

兼任
２名

店舗
転貸等

株式会社ハ
ッチとの合
併に伴う資
産の受入 
（注１）

2,906,717 ― ―

株式会社ハ
ッチとの合
併に伴う負
債の受入 
（注１）

3,470,129 ― ―



  

 当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

 
（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

    1.限度貸付金銭貸借契約書に基づく資金の借入であります。 

    2.借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

（注）２ 取引金額には消費税を含めておりません。  

  

２ 子会社等 

  該当事項はありません。 

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者 

との関係
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
（個人）
及び役員
近親者

田中八郎 ― ―
前当社 

取締役会長
所有直接
10.4％

㈲ビック商事
代表取締役 

  
金銭貸借

資金の借入
（注１）

－
短期 
借入金

800,000

利息の支払 

（注１）
13,397 未払費用 2,892



  

 

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年４月30日現在)

当事業年度 
(平成22年４月30日現在)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

貸倒引当金 28,338千円

長期未払金 174,341千円

退職給付引当金 453,854千円

減損損失等 477,853千円

ゴルフ会員権評価損 44,602千円

店舗構造改革費用 155,905千円

繰越欠損金 2,302,439千円

その他 222,002千円

繰延税金資産小計 3,859,336千円

評価性引当額 △3,733,775千円

繰延税金資産合計 125,561千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △812千円

繰延税金負債合計 △812千円

繰延税金資産の純額 124,748千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)

貸倒引当金 36,971千円

長期未払金 123,468千円

退職給付引当金 492,195千円

減損損失等 1,489,969千円

ゴルフ会員権評価損 54,670千円

店舗構造改革費用 96,755千円

繰越欠損金 2,895,947千円

その他 259,947千円

繰延税金資産小計 5,449,926千円

評価性引当額 5,449,926千円

繰延税金資産合計 －

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △918千円

繰延税金負債合計 △918千円

繰延税金負債の純額 △918千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

税引前当期純損失のため、注記を省略しておりま

す。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

         同左



(退職給付関係)

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
  至 平成21年４月30日)

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
  至 平成22年４月30日)

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、退職一時金制度を採用しております。 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、退職一時金制度を採用しております。 
 

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △1,132,452千円

② 未認識数理計算上の差異 6,263千円

③ 退職給付引当金（①＋②） △1,126,189千円
 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △1,256,314千円

② 未認識数理計算上の差異 44,009千円

③ 退職給付引当金（①＋②） △1,212,304千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 123,026千円

② 利息費用 24,566千円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 19,419千円

④ 退職給付費用 167,012千円
 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 111,808千円

② 利息費用 24,998千円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 28,761千円

④ 退職給付費用 165,568千円

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 ２％

③ 数理計算上の差異の処理年数 ３年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 ２％

③ 数理計算上の差異の処理年数 ３年



  

前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

該当事項はありません。 

(ストック・オプション等関係)



前事業年度(自  平成20年５月１日  至  平成21年４月30日) 

当社は、当社の連結子会社であった株式会社ハッチと平成20年７月25日開催の定時株主総会による承

認に基づき、平成20年８月１日付で合併いたしました。 

１  結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 ①結合企業 

  名称 株式会社メガネスーパー 

  事業の内容 眼鏡等小売事業 

 ②被結合企業 

  名称 株式会社ハッチ 

  事業の内容 眼鏡等小売事業（低価格専門店の運営） 

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を存続会社、株式会社ハッチを消滅会社とする吸収合併であり、結合後の名称は株式会社メガネ

スーパーとなっております。なお、合併による新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

当社グループの眼鏡等小売事業は、当社がターゲットを若年層からシニア層までの幅広い年齢層と、

低価格帯から高価格帯までのフル販売価格帯の眼鏡等専門店として運営しているのに対して、株式会社

ハッチは、主たるターゲットを若年層、低価格帯とし、スリープライスショップとして運営してまいり

ました。しかしながら、眼鏡等小売業界を取り巻く環境は非常に厳しいことから、吸収合併することに

より、お互いの強みを共有できること、また、指示系統の統一化、本社業務の一元化が図られることに

より業務効率の改善等により、競争力の強化が実現できるため、当社の完全子会社である株式会社ハッ

チと合併しました。 

  

２  実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平

成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引等の会計処理に従い処理しました。 

 株式会社ハッチより受入れた資産及び負債は、合併期日前日に付された適正な帳簿価格により計上しま

した。また、当社の財務諸表上、当該子会社株式の帳簿価格と減少株主資本との差額を特別損失に

563,411千円計上しました。 

  

当事業年度(自  平成21年５月１日  至  平成22年４月30日) 

  

   該当事項はありません。 

(企業結合等関係)



決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(賃貸等不動産関係)



  

 
(注)   算定上の基礎 

１   １株当たり純資産額 

  

 
  

２   １株当たり当期純損失 

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成20年５月１日
至  平成21年４月30日)

当事業年度
(自 平成21年５月１日
至 平成22年４月30日)

１株当たり純資産額 396円28銭

１株当たり当期純損失金額 △275円44銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、当期純損失を計上しており、かつ潜在株式が存在
しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 85円57銭

１株当たり当期純利益金額 △310円69銭

同左

項目
前事業年度

(平成21年４月30日)
当事業年度 

(平成22年４月30日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,424,334 1,171,281

普通株式に係る純資産額(千円) 5,424,334 1,171,281

差額の主な内訳(千円) － －

普通株式の発行済株式数(株) 13,790,880 13,790,880

普通株式の自己株式数(株) 102,739 102,859

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

13,688,141 13,688,021

項目
前事業年度

(自 平成20年５月１日
至 平成21年４月30日)

当事業年度
(自  平成21年５月１日
至  平成22年４月30日)

損益計算書上の当期純損失(千円) △3,770,338 △4,252,744

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純損失(千円) △3,770,338 △4,252,744

普通株式の期中平均株式数(株) 13,688,255 13,688,075



  

 前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成21年４月30日） 

   

  該当事項はありません。 

      

 当事業年度（自 平成21年５月１日 至 平成22年４月30日） 

     

金銭消費貸借契約及びシンジケート・ローン契約等による借入金の元本返済猶予並びに財務制限条項の

変更について 

  

当事業年度において、当社は金銭消費貸借契約及びシンジケート・ローン契約等の約定弁済スケジュ

ールが早いことから当面の資金繰りの安定化を図る目的にて全取引金融機関に対し、平成23年６月末ま

での間、全借入契約の元本の返済猶予を要請し全取引金融機関からの同意を得ております。 

 また、「（8）【財務諸表に関する注記事項】（貸借対照表関係）３財務制限」に記載された財務制

限条項を解除し、全ての金銭消費貸借契約及びシンジケート・ローン契約等に下記の財務制限条項を付

す旨、全取引金融機関から同意を得ております。 

  

 四半期毎の売上高または売上総利益の実績が、計画比80％を下回らないこと。 

  

(重要な後発事象)



平成22年６月11日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の異動が内定いたしました。な

お、平成22年７月23日開催予定の第34期定時株主総会において同日付にて正式に決定される予定です。

また、役職等につきましては同日株主総会後に行われる取締役会において決定の予定です。 

  

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成22年７月23日付予定） 

 １．新任取締役候補 

   取締役    角田 浩一 （現 営業本部副部長 兼 店舗戦略グループ部長） 

 ２．退任予定取締役 

   取締役    田中 由子 （現 取締役） 

   取締役    中村 三津子（現 取締役 関東統括部長） 

   取締役    吉田 豊稔 （当社常勤監査役就任予定） 

 ３．新任監査役候補  

   常勤監査役  吉田 豊稔 （現 取締役 ＩＲ・株式担当） 

 ４．辞任予定監査役 

   常勤監査役  長谷川 征一 

   監査役    青木 玲二 

該当事項はありません。 

  

５. その他

(1) 役員の異動

(2) その他


